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子
ど
も
・
子
育
て
支
援

「
新
制
度
」

１
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長

す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
目
指
し
て
、

平
成
27
年
４
月
か
ら
「
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
新
制
度
」
が
全
国
的
に
ス
タ
ー
ト
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

 　

従
来
の
制
度
で
保
育
所
を
利
用
す
る
場
合

は
、
そ
の
児
童
が
保
育
に
欠
け
る
状
態
で
あ
る

こ
と
を
市
町
村
が
確
認
し
て
一
律
に
保
育
を
実

施
し
て
い
ま
し
た
が
、
新
制
度
で
は
保
護
者
の

就
労
状
況
等
に
よ
る
保
育
の
必
要
性
に
応
じ
た

支
給
認
定
を
受
け
、
支
給
認
定
に
応
じ
た
形
で

保
育
所
等
を
利
用
し
ま
す
。

①
支
給
認
定
の
種
類

●
１
号
認
定　

満
３
歳
以
上
で
幼
稚
園
等
で
の

教
育
を
希
望
す
る
子
ど
も
が
対
象
。
利
用
で

き
る
施
設
は
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
（
注
）

●
２
号
認
定　

満
３
歳
以
上
で
保
護
者
の
就
労

や
疾
病
等
に
よ
り
保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど

も
が
対
象
。
利
用
で
き
る
施
設
は
保
育
所
、

認
定
こ
ど
も
園

●
３
号
認
定　

満
３
歳
未
満
で
保
護
者
の
就
労

や
疾
病
等
に
よ
る
保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど

も
が
対
象
。
利
用
で
き
る
施
設
は
保
育
所
、

認
定
こ
ど
も
園
、
事
業
所
内
保
育
事
業
等

（
注
）こ
こ
で
い
う
幼
稚
園
は
、新
制
度
に
移
行
し
た
園
で
す
。

旧
制
度
の
ま
ま
継
続
し
て
い
る
園
も
あ
り
ま
す
（
鞍
手

幼
稚
園
も
旧
制
度
を
継
続
し
て
い
ま
す
）。

②
保
育
の
必
要
量
に
応
じ
た
区
分

　

２
号
認
定
ま
た
は
３
号
認
定
を
受
け
る
人

は
、
保
育
の
必
要
量
に
よ
っ
て
さ
ら
に
「
保
育

標
準
時
間
」
ま
た
は
「
保
育
短
時
間
」
に
区
分

さ
れ
ま
す
。「
保
育
標
準
時
間
」
は
主
に
フ
ル

タ
イ
ム
就
労
を
対
象
と
し
て
お
り
、
１
日
に
保

育
所
を
利
用
で
き
る
時
間
が
最
大
で
11
時
間
、

「
保
育
短
時
間
」
は
主
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労

を
対
象
と
し
て
お
り
、
１
日
最
大
８
時
間
の
利

用
と
な
っ
て
い
ま
す
。

③
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
　
　
　
　

　
保
育
給
付
に
関
す
る
利
用
者
負
担
額

　

支
給
認
定
区
分
、
保
育
の
必
要
量
、
子
ど
も

の
年
齢
に
よ
り
利
用
者
負
担
額
を
細
分
化
し
、

保
護
者
世
帯
の
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
金
額

に
よ
っ
て
、
利
用
者
負
担
額
を
定
め
た
も
の
が

左
の
表
で
す
。

①
病
児
・
病
後
児
保
育
事
業

　

子
ど
も
が
病
中
や
病
気
の
回
復
期
に
あ
っ
て
、
保

育
所
等
で
の
集
団
保
育
が
困
難
で
あ
り
、
仕
事
な
ど

の
事
情
で
保
護
者
が
家
庭
で
保
育
で
き
な
い
時
に
、

鞍
手
乳
児
院
に
付
設
さ
れ
た
病
児
・
病
後
児
保
育
室

に
お
い
て
保
育
及
び
看
護
を
行
い
ま
す
。
事
業
を
利

用
す
る
場
合
は
事
前
に
登
録
し
、
病
気
等
で
実
際
に

利
用
さ
れ
る
と
き
に
、
入
院
の
必
要
が
な
い
こ
と
を

示
す
医
師
の
診
断
書
を
持
っ
て
申
し
込
み
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。

●
対
象
児
童　

生
後
４
か
月
か
ら
小
学
６
年
生
ま
で

●
利
用
時
間　

午
前
７
時
か
ら
午
後
６
時
ま
で

●
利
用
料
金　

１
回
二
千
円
（
町
民
税
非
課
税
世
帯

は
半
額
。
食
事
代
・
診
断
書
代
は
別
途
必
要
）

●
登
録
・
申
込
先　

鞍
手
乳
児
院
☎
（
０
８
０
）

８
５
６
８
局
６
６
８
４
番
ま
で

②
子
育
て
短
期
支
援
事
業

　

保
護
者
の
疾
病
、
育
児
疲
れ
な
ど
の
身
体
上
・
精

神
上
の
事
由
及
び
冠
婚
葬
祭
、
出
張
な
ど
の
社
会
的

事
由
に
よ
っ
て
、
家
庭
で
養
育
す
る
こ
と
が
一
時
的

に
困
難
に
な
っ
た
場
合
に
、
一
定
期
間
養
育
・
保
護

を
行
い
ま
す
。

●
対
象
児
童　

生
後
４
か
月
か
ら
小
学
６
年
生
ま
で

保育所等の利用について

地域子ども・子育て支援事業について

☎４２－２１１１（内線 241・242）まで
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階層
区分 定義

月額利用者負担額
３歳未満 ３歳 ４歳以上

標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間
第１ 生活保護法による被保護世帯 0 0 0 0 0 0

第２ 当該年度（※１）の市町村
民税非課税世帯（※２）

ひとり親世帯等（※３） 0 0 0 0 0 0

上記以外
１人目 8,100 8,100 5,400 5,400 5,400 5,400
２人目 4,050 4,050 2,700 2,700 2,700 2,700

第３

当該年度（※
１）の市町村
民税課税世
帯であって、
その所得割
額（※５）が
右の区分に
該当するもの

48,600 円
未満

ひとり親世帯
等（※３）

１人目 16,500 16,300 13,800 13,600 13,800 13,600
２人目 8,250 8,150 6,900 6,800 6,900 6,800

上記以外
１人目 17,500 17,300 14,800 14,600 14,800 14,600
２人目 8,750 8,650 7,400 7,300 7,400 7,300

第４ 48,600 円以上
97,000 円未満

１人目 27,000 26,600 24,300 23,900 24,300 23,900
２人目 13,500 13,300 12,150 11,950 12,150 11,950

第５ 97,000 円以上
169,000 円未満

１人目 40,000 39,500 37,300 36,800 32,700 32,100
２人目 20,000 19,750 18,650 18,400 16,350 16,050

第６ 169,000 円以上
301,000 円未満

１人目 54,900 54,000 38,200 37,600 32,700 32,100
２人目 27,450 27,000 19,100 18,800 16,350 16,050

第７ 301,000 円以上
397,000 円未満

１人目 72,000 70,900 38,200 37,600 32,700 32,100
２人目 36,000 35,450 19,100 18,800 16,350 16,050

第８ 397,000 円以上
１人目 93,600 92,100 38,200 37,600 32,700 32,100
２人目 46,800 46,050 19,100 18,800 16,350 16,050

（単位：円）

階層
区分 定義 月額利用者

負担額
第１ 生活保護法による被保護世帯 0

第２
当該年度（※１）の市
町村民税所得割非課税
世帯（※４）

ひとり親世帯等（※３） 0

上記以外
１人目 2,790
２人目 1,395

第３
当該年度（※１）の市
町村民税課税世帯で
あって、その所得割額
（※５）が右の区分に該
当するもの

77,100円
以下

ひとり親世帯等
（※３）

１人目 13,490
２人目 6,745

上記以外
１人目 14,490
２人目 7,245

第４ 77,101円以上
211,200円以下

１人目 18,450
２人目 9,225

第５ 211,201円以上
１人目 23,130
２人目 11,565

（単位：円）

●
利
用
期
間　

最
大
７
日
間

●
利
用
料
金　

１
日
あ
た
り
▽
２
歳
未
満
＝
五
千
三

百
五
十
円
（
千
百
円
）
▽
２
歳
以
上
＝
二
千
七
百

五
十
円
（
千
円
）　

※
か
っ
こ
内
は
、
町
民
税
非

課
税
世
帯
の
場
合

●
登
録
・
申
込
先　

役
場
福
祉
人
権
課
児
童
人
権
係

平成 27年度　鞍手町　子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額一覧表

（１）保育所等（２号・３号認定）利用者負担額

（２）新制度へ移行した幼稚園等（１号認定）利用者負担額

問い合わせ　鞍手町役場福祉人権課児童人権係

◎上記（２）の利用者負担額は、新制度へ移行した幼稚園が対象です（鞍手幼稚園は該当しません）。
◎新制度へ移行した私立幼稚園は、鞍手町私立幼稚園就園奨励費補助金の交付を受けることができません。
※１：表中における当該年度とは、４月から８月は前年度を、９月から翌年３月までは現年度を指します　　
※２：市町村民税非課税世帯とは、市町村民税の均等割・所得割共に非課税の世帯をいいます　※３：ひとり
親世帯等とは、母子世帯、父子世帯、身体障害者・療育・精神障害者保健福祉の各手帳の交付を受けた人及び
特別児童扶養手当の支給対象児を有する世帯をいいます　※４：市町村民税所得割非課税世帯とは、市町村民
税所得割非課税（均等割課税含む）の世帯をいいます　※５：所得割額とは、住宅借入金等特別控除、外国税
額控除などの税額控除（調整公助を除く）を控除する前の金額です


